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第１章 総論 

第１節 背景 

１９９０年代の旧ユーゴスラビア及びルワンダ内戦における大規模な性的

暴力が世界的な注目を集めたこと、１９９５年の第４回世界女性会議におい

て採択された北京宣言を踏まえた行動綱領の中で「紛争解決の意思決定レベ

ルへの女性の参加を増大し、武力又はその他の紛争下に暮らす女性並びに外

国の占領下で暮らす女性を保護すること」が戦略目的の一つとして明記され

たこと、１９９８年に採択された国際刑事裁判所に関するローマ規程によ

り、紛争下の性的暴力は戦争犯罪と明記されたこと等が契機となり、２００

０年、国際連合安全保障理事会において、国際紛争の予防・解決・平和構

築・平和維持のあらゆるレベルにおいて女性を「積極的主体」として位置付

けた女性・平和・安全保障(Women, Peace and Security。以下「ＷＰＳ」と

いう。) に関する決議第１３２５号が全会一致で採択された。 

同決議は、「参画」、「予防」、「保護」及び「救援と復興」を４つの柱

として明記し、全ての取組にジェンダー主流化が要請されている。 

同決議の採択以降、ＷＰＳに関する補完的な決議が採択されており、計１

０本の決議に記載された取組を「ＷＰＳアジェンダ」と総称し、国際社会が

取るべき行動とされている。 

我が国は、これらの決議を履行するため、ＷＰＳに関する行動計画を策定

し、直近では第３次女性・平和・安全保障に関する行動計画（２０２３年度

－２０２８年度）（以下「行動計画」という。）を策定した。同計画は、防

衛省もＷＰＳに関する取組の実施主体として明記している。行動計画の特徴

は、多数の大規模自然災害を乗り越えてきた経験から、ジェンダー視点を防

災、災害対応等に取り入れることが重要と認識し、紛争のみならず災害の項

目も含んでいる点にある。なお、世界的には、２０２４年２月現在で１０８

か国がＷＰＳに関する行動計画を策定しており、米国、豪州、カナダ等は国

防省又は軍としてＷＰＳに関する基本方針又は実施計画を策定している。 

第２節 策定の趣旨 

防衛省としては、ＷＰＳの推進に取り組む意義及び必要性を整理し、行動

計画を踏まえ、省一体となってＷＰＳを推進するため、「防衛省女性・平

和・安全保障（ＷＰＳ）推進計画」（以下「推進計画」という。）を定める

こととする。なお、行動計画の対象期間に基づき、推進計画の対象期間は２

０２８年度までとする。 

 第３節 定義 

この推進計画において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定める

ところによる。 
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⑴  ＷＰＳ 紛争、災害等においてより脆弱な立場に置かれる女性、女児

等が、紛争、災害等発生時に特に保護すべき対象であるという考えの

下、女性、女児等の保護及び救済に取り組みつつ、女性が指導的及び主

体的に、紛争の予防、復興、平和構築等並びに防災、災害対応及び復興

のあらゆる段階に参加することで、より持続的な平和に資することがで

きるという考え方をいう。 

⑵  ジェンダー 社会通念又は慣習の中に、社会によって作り上げられた

男性像及び女性像があり、このような観点に基づく社会的及び文化的に

形成された性別をいう。なお、人間に生まれついての生物学的性別（セ

ックス）とは異なるものであり、それ自体に良い又は悪いという価値を

含むものではない点に留意する必要がある。 

⑶  ジェンダー視点 ジェンダーに基づく地位又は力関係によって生じる

差異に着目し、当該差異がどのように男性及び女性の当面のニーズ及び

長期的な利益の形成に影響するかについて検討する視点をいう。 

⑷  ジェンダー主流化 あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するた

め、全ての政策、施策及び事業について、ジェンダーの視点を取り込む

ことをいう。  

⑸  エンパワーメント 自ら主体的に行動することによって状況を変える

力をつけることをいう。 

 第４節 防衛省としてＷＰＳの推進に取り組む意義及び必要性 

防衛省は、次の各号に掲げる意義及び必要性からＷＰＳを推進する。 

⑴  国民の生命、身体等の保護に直接寄与 

近年、自衛隊は、在外邦人等輸送及び災害派遣における被災者へのき

め細やかな生活支援等の活動を実施する機会が増加しており、国内外で国

民の生命、身体等の保護を要する場面が増加している。人口の約半数を占

め、紛争下等で特に脆弱な立場に置かれる女性及び女児のニーズを踏ま

え、防衛省として体系的にＷＰＳに関する取組を実施する必要があり、防

衛省がＷＰＳを推進することは、その活動の受け手となる国民の生命、身

体等の保護に直接寄与し得る。 

⑵  防衛力の抜本的強化を図る上で必要不可欠 

国家防衛戦略（令和４年１２月１６日国家安全保障会議決定及び閣議

決定）において、防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基

盤の強化として、女性隊員が更に活躍できる環境醸成やハラスメントを一

切許容しない環境の構築等について明記している。防衛省が実施してきた

女性活躍推進、ワークライフバランス推進等の人的基盤の強化の取組の一

部は、ＷＰＳの推進と重複又は関連し、ＷＰＳの推進は女性を含む多様な

人材が能力を発揮できる環境をもたらす。このような多様性はオペレーシ

ョンの効率化にも重要であり、防衛省がＷＰＳを推進することは、その活

動の主体である防衛省の人材育成及び組織の能力強化に繋がり、防衛力の

抜本的強化のために必要不可欠である。 

⑶  国際社会の一員として国際社会の平和及び安定に寄与する責任 

２０２３年３月に岸田総理大臣が発表した「自由で開かれたインド太
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平洋（ＦＯＩＰ）」のための新たなプランでは、平和の原則及び繁栄のル

ールはＦＯＩＰの屋台骨であり、弱者が力でねじ伏せられない国際環境を

醸成するとし、「女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）の観点を踏まえた対

応」が明記されている。また、国際平和協力業務及び国際緊急援助活動を

始めとする自衛隊の海外での活動を、より効果的に実施するためには、ジ

ェンダー視点を取り入れることが不可欠である。基本的人権の尊重及び法

の支配の確保を追求する諸外国の防衛当局等と協調しつつ、防衛省として

も、国際社会の責任ある一員として、ＷＰＳを推進し、平和及び安定に寄

与する責任がある。 

第２章 防衛省のＷＰＳに関する取組 

 第１節 基本的な方向性 

 防衛省は、前章第４節の意義及び必要性を踏まえ、防衛省全体の意識改

革、ＷＰＳ推進体制の整備、諸外国、機関等との連携並びに我が国の防衛及

び警備、国際平和協力活動、在外邦人等輸送、災害救援等の平素から有事に

至るまでの自衛隊の活動（以下単に「自衛隊の活動」という。）へのジェン

ダー視点の反映のため、次節に掲げる具体的な取組を推進する。 

 第２節 具体的な取組 

第１ 防衛省全体の意識改革  

防衛省・自衛隊の業務・活動及びＷＰＳは不可分であるため、ＷＰＳを

推進する主体者としての認識の醸成及びジェンダー視点を取り入れた業

務・活動の基盤を一層拡充するため、全ての隊員にＷＰＳに関する知見を

習得させ、防衛省全体の意識改革を確実に実施する。 

具体的には、防衛政策局及び人事教育局は、特に高官がＷＰＳの重要性

等を認識することに留意しつつ、毎年、事務次官、各幕僚長等から新入隊

員に至るまで、全隊員に対する反復的かつ継続的なＷＰＳに関する基本的

な教育研修を実施する。なお、これらの教育研修は、オンライン又は動画

等の教材の配布により実施することもできるものとする。 

さらに、反復的かつ継続的な教育研修を確保するため、教育研修を所掌

する各部局等は、防衛政策局及び人事教育局が毎年実施する教育研修を踏

まえ、事務官等及び自衛官の初任研修、各種教育課程、幹部昇進時の教育

研修及び国内外の関連派遣前研修等の中に各組織に応じて適当なＷＰＳに

関する講義等を組み込むことを検討する。 

  第２ ＷＰＳ推進体制の整備  

ＷＰＳに関する取組を省一体となって、体系的かつ継続的に取り組むた

めには、ＷＰＳを推進する体制を整備する必要がある。以上を踏まえ、第

１号及び第２号に掲げる取組を実施する。 

⑴  女性の採用・登用拡大等の人的基盤の強化 

女性が指導的及び主体的に、紛争の予防、復興及び平和構築並びに

防災、災害対応及び復興のあらゆる段階に参加することを可能とする

ため、女性隊員の採用・登用の拡大を含む女性活躍推進のための改

革、ワークライフバランスの推進のための働き方改革及びハラスメン

トを一切許容しない環境の構築に取り組む。 
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これらの取組については、女性隊員の採用・登用の拡大を含む女性

活躍推進のための改革については、引き続き、防衛省における女性職

員活躍とワークライフバランス推進のための取組計画（防人計（事）

第４５号。令和３年３月２５日）に基づき、当該取組計画に基づく施

策を総合的に推進する防衛省女性職員活躍・ワークライフバランス推

進本部（防衛省女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部設置要

綱について（防人計第９１２号。２７．１．２８）に基づき設置され

た防衛省女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部をいう。以下

同じ。）等において、また、ハラスメントを一切許容しない環境の構

築については、引き続き、有識者会議の提言（防衛省ハラスメント防

止対策有識者会議。令和５年８月）を踏まえ、健全な組織風土を築

き、隊員一人一人の心身の健康を確保するなど、安心して働くことが

できる職場環境を構築するため、人事教育局を中心に適切な施策の実

施に取り組む。この際、防衛省女性職員活躍・ワークライフバランス

推進本部等は、防衛省ＷＰＳ推進本部（防衛省ＷＰＳ推進本部の設置

について（防防イ（事）第２９２号。令和５年８月７日。以下「設置

通達」という。）に基づき設置された防衛省ＷＰＳ推進本部をいう。

以下同じ。）と情報共有を始めとする連携を行う。 

⑵  ジェンダー・アドバイザー等の育成及び配置 

この推進計画の円滑な実施を確保するため、ＷＰＳの実施に主導的

な役割を果たす高官に助言を与え補佐する役割を担うジェンダー・ア

ドバイザーを内部部局及び各幕僚監部に配置するとともに、ジェンダ

ー・アドバイザーと連携して各自衛隊の部隊等の計画、任務等にジェ

ンダー視点を取り入れる役割を担うジェンダー・フォーカルポイント

を配置する。 

具体的には、アからエまでに掲げる取組を実施する。 

ア 省アドバイザーの配置 

内部部局に防衛省ジェンダー・アドバイザー（以下「省アドバイザ

ー」という。）を配置する。省アドバイザーは、ＷＰＳ国際連携企画

官をもって充てる。省アドバイザーは、この推進計画の円滑な実施の

ため、各種取組が省全体として実施されているかという点に特に留意

し、事務次官及び各局長に対する助言、防衛政策局及び人事教育局が

実施する教育研修に係る支援等の実施、他省庁ＷＰＳ担当部局等との

連携並びにイの担当官又はアドバイザーとの連携促進を図るＷＰＳネ

ットワークの構築、定期的な意見交換、情報共有及び必要に応じた相

互支援を行う。 

イ 各幕アドバイザー及び各幕担当官の配置等 

各幕僚監部にジェンダー・アドバイザー（以下「各幕アドバイザ

ー」という。）を配置する。各幕アドバイザーは、各幕僚長の所掌事

務、特に部隊運用におけるジェンダー視点の反映についての助言、教

育研修の統括、ウのジェンダー・フォーカルポイントに対する支援及

び省アドバイザーとの連携を行う。 
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各幕アドバイザーは、ジェンダー・アドバイザーとして必要な技能

の習得を目的とする専門課程を修了した者をもって充てる。なお、当

該専門課程は、当面の間、諸外国等が提供する専門課程によることと

し、防衛政策局は、各幕に対して諸外国等が提供する専門課程の開講

状況の情報提供等、各幕アドバイザー配置のために各幕僚監部と連携

する。また、設置通達第４に規定する「防衛省ＷＰＳ推進事務局」

（以下「ＷＰＳ推進事務局」という。）は、独自のジェンダー・アド

バイザー専門課程の開講について検討する。 

各幕アドバイザーの配置のため、各幕僚監部は、令和７年度末まで

に、各幕アドバイザーの候補者となる各幕担当官（以下「各幕担当

官」という。）を指名する。各幕担当官は、ジェンダー・アドバイザ

ー専門課程の修了を目指すとともに、省アドバイザーと連携しながら

ＷＰＳに関する情報収集及び教育訓練の支援を実施し、ウのジェンダ

ー・フォーカルポイントに対する支援等を実施する。 

ウ 自衛隊ジェンダー・フォーカルポイントの配置等 

  各自衛隊の必要な部隊等にジェンダー・フォーカルポイント（以下

「自衛隊フォーカルポイント」という。）を順次配置する。自衛隊フ

ォーカルポイントは、当該部隊等の所掌事務、特に部隊運用に関する

計画、任務等にジェンダー視点を取り入れるため、所属する部隊等の

指揮官を補佐するとともに、当該部隊等における教育研修を実施又は

支援する役割を担う。ジェンダー・フォーカルポイントは、必要に応

じて各幕アドバイザー又は各幕担当官と連携する。なお、ジェンダ

ー・フォーカルポイントには、ジェンダー視点の反映に必要な教育を

受けた者をもって充てる。当該教育の内容等は、諸外国等が提供する

教育内容も踏まえ、省アドバイザー及び各幕アドバイザー又は各幕担

当官の支援を得ながら、防衛政策局及び人事教育局が検討する。 

エ 内部部局及び各幕僚監部は、ジェンダー・アドバイザー等の育成及

び配置について、各組織の特性及び運用実績等を踏まえ、相互に連携

しつつ、ジェンダー・アドバイザー等の育成及び配置の在り方につい

て不断に検討し、それぞれの検討結果を毎年防衛省ＷＰＳ推進本部事

務局に報告するものとする。当該検討には、自衛隊の所要の部隊等に

おけるジェンダー・アドバイザーの育成及び配置に係る検討を含む。 

第３ 諸外国、機関等との連携 

諸外国の防衛当局間においてもＷＰＳ分野における連携の機運が高まっ

ていることを踏まえ、ＷＰＳ分野に関する諸外国との関係強化を推進し、

ＷＰＳ推進国として国際社会からの一層の信頼獲得につなげるとともに、

各国との知見の共有を通じた防衛省におけるＷＰＳ推進体制の検討に資す

るため、ＷＰＳを防衛協力・交流の柱の一つとする。この際、同盟国たる

米国、同志国等と連携し、ＷＰＳ分野における多国間協力も積極的に推進

する。具体的には、次の各号に掲げる取組を実施する。 

⑴ 各種国際業務とＷＰＳの連関を通じた国際社会での主導 

我が国は国際平和協力活動、国内外の災害救援活動等に従事してきた
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経験から、これらの分野における知見が蓄積されていることを踏まえな

がら、可能な限り次に掲げる取組を引き続き、随時実施する。 

ア 諸外国、機関等との高官・実務者協議等において、ＷＰＳを議題の

一つとし、ＷＰＳ分野での国際連携を追求する。 

イ 諸外国のニーズを踏まえ、ＷＰＳの要素を含んだ能力構築支援を立

ち上げる。 

ウ 外国政府、国際機関等が主催するＷＰＳに関する国際会議、教育研

修、訓練等に発表者、教官等を派遣し、知見及び教訓を共有する。 

エ 我が国が主催又は共催し、ＷＰＳに関する国際会議及びイベントを

実施する。 

⑵ ＷＰＳに係る知見及び教訓の情報収集 

ＷＰＳの分野における諸外国、機関等の先進的な取組及び調査研究に

ついて引き続き随時情報収集し、必要に応じて、その結果を防衛省が実

施する取組に反映させる。 

⑶ 諸外国における現地女性のエンパワーメント支援 

諸外国で実施する自衛隊の活動に女性隊員を積極的に参加させ、派遣

先国の女性及び女児のエンパワーメントを間接的又は直接的に支援する

ため、次に掲げる取組を令和６年度以降実施する。 

ア 共同訓練、能力構築支援等の諸外国で実施する活動に女性隊員を積

極的に参画させ、相手国へ同様の参画を奨励する。 

イ 諸外国における活動時に、可能な限り派遣先国の女性軍人その他の

防衛当局関係者等、現地の女性市民、ＷＰＳに関連する活動を実施す

る国際機関等と交流する機会を設け、女性隊員を積極的に参画させ

る。 

第４ 自衛隊の活動へのジェンダー視点の反映  

推進計画の円滑な実施のため、自衛隊の活動の計画及び実施の双方の段

階において、ジェンダー視点を反映させる。具体的には、次の各号に掲げ

る取組を実施する。 

  ⑴ 自衛隊の活動に関する文書へのジェンダー視点の反映 

    自衛隊の活動の直接的な根拠となる命令等だけでなく、自衛隊の活動

の内容を決定する際に参照することとなる防衛省・自衛隊の戦略、政

策、計画等を作成する際に、ジェンダー視点を反映させる。 

⑵ ジェンダー視点に立った自衛隊の活動の実施 

    全ての隊員は、性別を問わず、前号に規定する計画等に基づきジェン

ダー視点に立った活動を実施する。特に、災害救援活動等を始めとする

市民と接する活動では、紛争、災害等においてより脆弱な立場に置かれ

る女性及び女児の心身の安全を確保するため、女性隊員の参画が特に重

要となることに留意する。 

⑶ ＷＰＳハンドブックの作成 

省全体としてジェンダー視点に立った活動を確保するため、防衛政策

局は、国際機関又は諸外国が作成した資料等を、統合幕僚監部は、陸上

幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部と連携し、ジェンダー視点を
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反映した自衛隊の活動に関する事例等の教訓を集約し、ＷＰＳ推進事務

局に提供する。ＷＰＳ推進事務局は、提供を受けた資料等を基に、ＷＰ

Ｓハンドブック又はこれに類するものを作成する。 

 第３節 予算 

防衛省がＷＰＳに関する取組を着実に実施するため、内部部局及び各幕僚

監部等は、情報共有等を始めとする連携を実施し、各組織で必要な予算を確

保する。 

 第４節 広報 

ＷＰＳ推進に係る国民の理解の醸成に貢献し、防衛協力・交流のツールと

してＷＰＳを推進することにより国際社会の一層の信頼を獲得するととも

に、女性及び女児のエンパワーメントに資するため、防衛省のＷＰＳに関す

る取組について対外的にわかりやすく、国内外で幅広く積極的な広報を行

う。 

第３章 ＷＰＳに関する取組の実施状況の報告及び評価 

第１節 報告 

第１ 各幕僚監部等の報告 

各幕僚監部等は、この推進計画に基づいてその年に実施した各自衛隊等

のそれぞれの取組の実施状況について、毎年１２月に、ＷＰＳ推進事務局

に報告する。報告の様式は防衛省ＷＰＳ推進事務局長（設置通達第４第２

項に規定する防衛省ＷＰＳ推進事務局長をいう。以下同じ。）が定める。 

第２ ＷＰＳ推進本部への報告 

ＷＰＳ推進事務局は、第１の報告を取りまとめ、各自衛隊等のそれぞれ

の取組に対する評価に係る意見を付した上で、翌年３月までに防衛省ＷＰ

Ｓ推進本部に報告する。 

第２節 評価 

 第１ ＷＰＳ推進本部の評価 

防衛省ＷＰＳ推進本部は、第１節第２の意見を踏まえ、各自衛隊等のそ

れぞれの取組について評価を実施する。 

第２ 評価等の指標 

第１節第２の意見及び第１の評価には、それぞれの取組の性質に応じ、

対応する指標（行動計画に規定する指標をいう。）を活用する。 

第３ 評価の通知 

防衛省ＷＰＳ推進本部は、第１の評価の結果を各幕僚監部等に５月まで

に伝達する。 

第４ 評価の反映 

各自衛隊等は、第１の評価の結果を、関連する取組に反映させる。 

第４章 雑則 

第１節 推進計画の変更 

この推進計画については、必要に応じて所要の見直しを行う。 

 第２節 委任規定 

この推進計画の実施に関し必要な事項は、ＷＰＳ推進事務局長が定めるこ

とができる。 


